
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

〃

〃

○

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

一

般

競

争

入

札

の

実

施

畜

産

課

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

耕

地

課

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

の

完

了

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

【

公

立

大

学

法

人

岡

山

県

立

大

学

】

○

平

成

二

十

八

年

度

財

務

諸

表

の

公

告

公

立

大

学

法

人

岡

山

県

立

大

学

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
二
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申

請
の

概
要

(
1
)

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

名
称

パ
ナ

ソ
ニ
ッ

ク
株

式
会

社

住
所

大
阪

府
門

真
市

大
字

門
真

1
0
0
6番

地

氏
名

取
締

役
社

長
津

賀
一

宏

(
2
)

工
場

又
は

事
業

場
の

名
称

及
び

所
在

地

名
称

パ
ナ

ソ
ニ
ッ

ク
株

式
会

社
コ

ネ
ク

テ
ィ

ッ
ド

ソ
リ

ュ
シ

ョ
ン

ズ
社

ス
ト

レ
ジ

事
業

ー
ー

開
発

セ
ン

タ
津

山
工

場
ー

所
在

地
津

山
市

草
加

部
字

鮒
込

1
4
5
8番

地
５
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 変 更 前 変 更 後

66 65 23の２－ロ 23の２－ロ

電気めっき施設（㉓電 酸又はアルカリによる 自動式感光膜付印刷版 自動式感光膜付印刷版
種 類

気めっき装置） 表面処理施設（㉔黒化 現像洗浄施設（⑨自動 現像洗浄施設（⑨自動
処理装置） 現像機） 現像機）

能 力 2,880ｍ／日 同左 平版100枚／日 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 工事着手後７日 同左 － 着手後直ちに

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後直ちに 同左 － 完成後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0 0.5 同左 0.003 0.003
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 0.5～8 0.5～9 0.5～11.4 0.5～12 7.4 7.6
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 27,000 33,000 350,000 420,000 15 56
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 64,000 77,000 370,000 450,000 30 200

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 5 6 同左 6 34
同左

油 分（㎎／Ｌ） - - 17 21 0.5 3

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 22 27 760 920 1.3 2.8

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.5 0.6 同左 0.03 0.05

銅 （㎎／Ｌ） 18,000 22,000 - - 同左

溶解性鉄（㎎／Ｌ） 0.2 0.3 0.3 0.4 - -

備考 １ 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。

２ 新設の特定施設から排出される汚水等は，産業廃棄物として処理委託される。
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区 分 変 更 前 変 更 後

23の２－ロ 23の２－ロ
自動式感光膜付印刷版 自動式感光膜付印刷版

種 類
現像洗浄施設（⑰自動 現像洗浄施設（⑰自動
現像機） 現像機）

能 力 平版100枚／日 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 着手後直ちに

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 完成後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.003 0.003 同左
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 7.4 7.6 7.5 7.6
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 15 56 41 50
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 30 200 120 150

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 6 34 4 5

油 分（㎎／Ｌ） 0.5 3 - -

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 1.3 2.8 21 25

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.03 0.05 0.07 0.09

銅 （㎎／Ｌ） - -
同左

溶解性鉄（㎎／Ｌ） - -

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。

(4）汚水等の処理施設に関する事項

変更なし

(5) 排水口に関する事項

変更なし

２ 縦覧の期間及び場所
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(1) 期 間 平成29年10月20日から同年11月10日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び津山市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申

請
の

概
要

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

人
に

あ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
(
1
)

っ

名
称

北
興

化
学

工
業

株
式

会
社

住
所

東
京

都
中

央
区

日
本

橋
本

町
一

丁
目

５
番

４
号

氏
名

代
表

取
締

役
社

長
中

島
喜

勝

工
場

又
は

事
業

場
の

名
称

及
び

所
在

地
(
2
)名

称
北

興
化

学
工

業
株

式
会

社
岡

山
工

場

所
在

地
玉

野
市

胸
上

番
地

4
0
2
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 変 更 前 変 更 後 廃 止

49 46－イ 49 49 49
種 類 農薬製造業の用に供す 有機化学工業製品製造 農薬製造業の用に供す 農薬製造業の用に供す 農薬製造業の用に供す

る混合施設（Ｄ－22） 業の用に供する水洗施 る混合施設（Ｄ－17） る混合施設（Ｄ－17） る混合施設（Ｄ－19）
設（Ｒ－７－11）

能 力 1.5ｔ／回 5.6㎥／回 30ｔ／日 1.5ｔ／回 ２ｔ／日

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 － 許可後直ちに －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 工事着手後１週間 同左 － 工事着手後１週間 －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 工事完成後直ちに 同左 － 工事完成後直ちに －

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.5 2.9 18 21.2 0.7 3.8 0.5 2.9 0.3 2
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6.5～7.5 6.5～7.5 0.5～2.5 0.5～2.5 6.5～7.5 6.5～7.5
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 157 213 760 1,000 157 213
常の量及び最大
の量 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 33 57

同左 同左
油 分（㎎／Ｌ） 32 41

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 19 38 17 20 19 38

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 6 10 0.4 0.6 6 10 同左 同左

ふっ素（㎎／Ｌ） - - <0.1 55 - -

ほう素（㎎／Ｌ） - - <0.1 14 - -

ベンゼン（㎎／Ｌ） - - <0.01 0.1 - -

アンモニア，アンモニウム
化合物，亜硝酸化合物及び - - 6.8 8 - -
硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。

平成２９年１０月２０日　岡山県公報　第１１９３３号



区 分 廃 止

46－イ

種 類 有機化学工業製品製造
業の用に供する水洗施
設（Ｒ－７－11）

能 力 5.6㎥／回

工 事 着 手 予 定 年 月 日 －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 －

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 18 21.2
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 0.5～2.5 0.5～2.5
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 760 1,000
常の量及び最大
の量 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 33 57

油 分（㎎／Ｌ） 32 41

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 17 20

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.4 0.6

ふっ素（㎎／Ｌ） <0.1 55

ほう素（㎎／Ｌ） <0.1 14

ベンゼン（㎎／Ｌ） <0.01 0.1

アンモニア，アンモニウム
化合物，亜硝酸化合物及び - -
硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし

(5) 排水口に関する事項
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変更なし

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成29年10月20日から同年11月10日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び玉野市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

津
山
市
草
加
部
字
皆
戦
場
八
九
六
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅
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〔
四
四
四
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
月
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ン
フ
レ
ー
ル

三

代
表
者
の
氏
名

山
本
麻
里
乃

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
児
島
赤
崎
三
丁
目
八
番
四
七
号
サ
ン
フ
レ
ー
ル
Ｂ

ｅ

－

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
に
対
し
て
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
並
び
に
地
域
に
根
ざ
し
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
を

行
い
、
地
域
社
会
の
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
広
く
公
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

目
的
及
び
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類
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〔
四
四
五〕

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入

、

札
を
実
施
す
る。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調

達
内

容

(
1
)

借
入

件
名

及
び

数
量

岡
山

県
営

食
肉

地
方

卸
売

市
場

基
幹

処
理

棟
せ

り
シ

ス
テ

ム
機

器
等

１
式

(
2
)

借
入

物
件

の
特

質
等

入
札

説
明

書
及

び
借

入
機

種
仕

様
書

（
以

下
「

仕
様

書
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
。

(
3
)

借
入

期
間

平
成

3
0
年

４
月

１
日

か
ら

平
成

3
5
年

３
月

3
1
日

ま
で

(
4
)

借
入

場
所

岡
山

県
営

食
肉

地
方

卸
売

市
場

（
岡

山
市

中
区

桜
橋

一
丁

目
２

番
4
3
号

）

(
5
)

入
札

方
法

入
札

金
額

は
，

全
て

の
借

入
物

件
の

本
体

価
格

の
ほ

か
，

輸
送

費
及

び
仕

様
書

に
記

載
す

る
作

業
等

に
要

す
る

一
切

の
諸

経
費

を
含

め
た

額
と

し
，

１
月

当
た

り
の

単
価

（
本

件
借

入
れ

に
係

る

物
件

を
５

年
間

借
り

受
け

る
も

の
と

し
て

算
定

し
た

リ
ー

ス
料

総
額

の
6
0
分

の
１

に
相

当
す

る

額
）

を
記

載
す

る
こ

と
。

な
お

，
落

札
決

定
に

当
た

っ
て

は
，

入
札

書
に

記
載

さ
れ

た
金

額
に

当

該
金

額
の

1
0
0
分

の
８

に
相

当
す

る
額

を
加

算
し

た
金

額
（

当
該

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

，
そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）
を

も
っ

て
落

札
価

格
と

す
る

の
で

，

入
札

者
は

，
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

課
税

事
業

者
で

あ
る

か
免

税
事

業
者

で
あ

る
か

を

問
わ

ず
，
見

積
も

っ
た

契
約

金
額

の
1
0
8
分

の
1
0
0
に

相
当

す
る

金
額

を
入

札
書

に
記

載
す

る
こ

と
。

２
競

争
入

札
参

加
資

格

次
の

要
件

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

者
と

す
る

。

(
1
)

平
成

2
9
年

度
に

県
が

発
注

す
る

物
品

の
調

達
契

約
で

あ
っ

て
地

方
公

共
団

体
の

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
（

平
成

７
年

政
令

第
3
7
2
号

）
の

規
定

が
適

用
さ

れ

る
契

約
に

係
る

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

（
平

成
2
9
年

岡
山

県
告

示
第

5
8
号

（
物

品
の

売
買

，
修

理
等

の
調

達
契

約
に

係
る

競
争

入
札

の
参

加
資

格
，

資
格

審
査

の
申

請
手

続
等

。

以
下

「
資

格
告

示
」

と
い

う
。
）

に
定

め
る

資
格

を
い

う
。
）

を
得

て
い

る
者

で
，

格
付

区
分

が

Ａ
で

あ
る

こ
と

。
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(
2
)

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
2
2
年

政
令

第
1
6
号

）
第

1
6
7
条

の
４

第
２

項
の

規
定

に
該

当
し

な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

(
3
)

こ
の

公
告

の
日

か
ら

落
札

者
が

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
に

お
い

て
，

物
品

の
売

買
，

修
理

等
の

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
（

条
件

付
）

参
加

資
格

者
の

資
格

審
査

要
領

（
平

成
1
9
年

岡
山

県
告

示
第

3
0
6
号

）
の

規
定

に
よ

る
入

札
参

加
の

停
止

の
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

(
4
)

こ
の

公
告

の
日

か
ら

落
札

者
が

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
に

お
い

て
，

物
品

の
売

買
，

修
理

等
の

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
（

条
件

付
）

参
加

除
外

等
要

領
に

基
づ

く
入

札
参

加
除

外
の

措
置

を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

(
5
)

民
事

再
生

法
（

平
成

1
1
年

法
律

第
2
2
5
号

）
に

基
づ

く
再

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

な
さ

れ
て

い
る

者
又

は
会

社
更

生
法

（
平

成
1
4
年

法
律

第
1
5
4
号

）
に

基
づ

く
更

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

な
さ

れ
て

い
る

者
（

再
生

手
続

開
始

の
決

定
又

は
更

生
手

続
開

始
の

決
定

を
受

け
て

い
る

者
を

除

く
。
）

で
な

い
こ

と
。

３
競

争
入

札
参

加
資

格
の

申
請

手
続

こ
の

一
般

競
争

入
札

へ
の

参
加

を
希

望
す

る
者

で
，

２
(
1
)
の

資
格

を
得

て
い

な
い

も
の

は
，

資

格
告

示
に

基
づ

き
申

請
手

続
を

行
う

こ
と

。

(
1
)

申
請

書
の

入
手

先
，

提
出

先
及

び
問

い
合

わ
せ

先

〒
7
0
0
－

8
5
7
0

岡
山

市
北

区
内

山
下

二
丁

目
４

番
６

号

岡
山

県
出

納
局

用
度

課
管

理
班

（
岡

山
県

庁
２

階
）

電
話

（
0
8
6
）

2
2
6
－

7
5
3
8

(
2
)

申
請

書
の

提
出

期
限

平
成

2
9
年

1
1
月

1
5
日

（
水

）
正

午

４
契

約
条

項
を

示
す

場
所

等

(
1
)

契
約

条
項

を
示

す
場

所
，

入
札

説
明

書
等

の
交

付
場

所
及

び
問

い
合

わ
せ

先

〒
7
0
3
－

8
2
8
5

岡
山

市
中

区
桜

橋
一

丁
目

２
番

4
3
号

岡
山

県
営

食
肉

地
方

卸
売

市
場

総
務

課

電
話

（
0
8
6
）

2
7
2
－

2
1
3
8

(
2
)

入
札

説
明

書
等

の
交

付
期

間
及

び
交

付
方

法

ア
交

付
期

間

平
成

2
9
年

1
0
月

2
0
日

（
金

）
か

ら
同

年
年

1
1
月

1
6
日

（
木

）
ま

で
（

岡
山

県
の

休
日

を
定

め

る
条

例
（

平
成

元
年

岡
山

県
条

例
第

２
号

）
第

１
条

第
１

項
に

規
定

す
る

県
の

休
日

を
除

く
。
）
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の
午

前
９

時
か

ら
午

後
３

時
ま

で

イ
交

付
方

法

(
1
)
の

場
所

に
て

交
付

す
る

。

な
お

，
岡

山
県

営
食

肉
地

方
卸

売
市

場
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p

/
s
o
s
h
i
k
i
/
2
0
5
/
）

か
ら

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

す
る

こ
と

も
で

き
る

。

(
3
)

入
札

書
の

提
出

方
法

入
札

書
の

提
出

は
，

持
参

又
は

郵
便

若
し

く
は

信
書

便
に

よ
る

送
付

（
以

下
「

郵
送

等
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

(
4
)

入
札

及
び

開
札

の
日

時
及

び
場

所

ア
入

札
日

時

平
成

2
9
年

1
1
月

3
0
日

（
木

）
午

後
２

時

た
だ

し
，

郵
送

等
に

よ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
，

平
成

2
9
年

1
1
月

2
9
日

（
水

）
正

午
を

受
領

期

限
と

す
る

。

イ
場

所

岡
山

市
中

区
桜

橋
一

丁
目

２
番

4
3
号

岡
山

県
営

食
肉

地
方

卸
売

市
場

管
理

棟
２

階
会

議
室

た
だ

し
，

郵
送

等
に

よ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
，

(
1
)
の

場
所

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

ウ
そ

の
他

持
参

の
場

合
に

あ
っ

て
は

，
入

札
開

始
前

及
び

開
札

開
始

後
に

お
い

て
は

，
入

札
書

の
提

出

を
受

け
付

け
な

い
。

５
入

札
者

に
要

求
さ

れ
る

事
項

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
参

加
を

希
望

す
る

者
は

，
一

般
競

争
入

札
参

加
申

出
書

及
び

入
札

説
明

書

で
指

定
す

る
添

付
書

類
を

平
成

2
9
年

1
1
月

1
6
日

（
木

）
正

午
ま

で
に

，
４

(
1
)
の

場
所

に
提

出
（

郵

送
等

に
よ

る
も

の
を

含
む

。
）

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

，
入

札
参

加
希

望
者

は
，

契
約

担
当

者
か

ら
提

出
し

た
書

類
等

に
関

し
説

明
を

求
め

ら
れ

た

場
合

に
は

，
そ

れ
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

６
そ

の
他

(
1
)

入
札

及
び

契
約

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

及
び

通
貨

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

(
2
)

入
札

保
証

金
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岡
山

県
財

務
規

則
（

昭
和

6
1
年

岡
山

県
規

則
第

８
号

）
第

1
3
1
条

及
び

第
1
3
3
条

の
規

定
に

よ
る

。

(
3
)

契
約

保
証

金

岡
山

県
財

務
規

則
第

1
5
3
条

及
び

第
1
5
5
条

の
規

定
に

よ
る

。

(
4
)

入
札

の
無

効

こ
の

公
告

に
示

し
た

競
争

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

の
し

た
入

札
，

入
札

者
に

求
め

ら
れ

る
義

務
を

履
行

し
な

か
っ

た
者

の
し

た
入

札
そ

の
他

岡
山

県
財

務
規

則
第

1
4
0
条

各
号

に
掲

げ
る

入
札

に
係

る
入

札
書

は
，

無
効

と
す

る
。

(
5
)

契
約

書
作

成
の

要
否

要

(
6
)

落
札

者
の

決
定

方
法

岡
山

県
財

務
規

則
第

1
3
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
決

定
さ

れ
た

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

(
7
)

契
約

に
お

け
る

特
約

事
項

当
該

契
約

に
係

る
歳

入
歳

出
予

算
の

減
額

又
は

削
除

が
あ

っ
た

場
合

は
，

県
は

，
こ

の
契

約
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

(
8
)

そ
の

他

詳
細

は
，

入
札

説
明

書
に

よ
る

。

７
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)

N
a
m
e

a
n
d

q
u
a
n
t
i
t
y

o
f

t
h
e

p
r
o
d
u
c
t
s

t
o

b
e

l
e
a
s
e
d

:

A
u
c
t
i
o
n

S
y
s
t
e
m

f
o
r

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

R
e
g
i
o
n
a
l

W
h
o
l
e
s
a
l
e

M
e
a
t

M
a
r
k
e
t

(
2
)

L
e
a
s
e

p
e
r
i
o
d

:

F
r
o
m

１
A
p
r
i
l
,

2
0
1
8

t
h
r
o
u
g
h

3
1

M
a
r
c
h
,

2
0
2
3

(
3
)

D
e
l
i
v
e
r
y

p
l
a
c
e

:

S
p
e
c
i
f
i
e
d

i
n

t
h
e

b
i
d

e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n

f
o
r
m

(
4
)

T
i
m
e

l
i
m
i
t

f
o
r

t
e
n
d
e
r

:

２
:
0
0

P
.
M
.

T
h
u
r
s
d
a
y
,

3
0

N
o
v
e
m
b
e
r
,

2
0
1
7

(
5
)

C
o
n
t
a
c
t

p
o
i
n
t

f
o
r

t
h
e

n
o
t
i
c
e

:

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

R
e
g
i
o
n
a
l

W
h
o
l
e
s
a
l
e

M
e
a
t

M
a
r
k
e
t
,

１
－

２
－

4
3

S
a
k
u
r
a
b
a
s
h
i
,

N
a
k
a
－

k
u
,

O
k
a
y
a
m
a
－

s
h
i
,

O
k
a
y
a
m
a
－

k
e
n
,

7
0
3
－

8
2
8
5
,

J
a
p
a
n

T
E
L

0
8
6
－

2
7
2
－

2
1
3
8

平成２９年１０月２０日　岡山県公報　第１１９３３号



〔
四
四
六
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

香
々
美
川
土
地
改
良
区

二

退
任
及
び
就
任
役
員

退
任
役
員

就
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

氏

名

事
の
別

川
口

肇
司

川
口

肇
司

苫
田
郡
鏡
野
町
吉
原
六
一
三

理

事

根
本

清
暉

〃

〃

寺
元
三
二
〇

一

〃

－
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〔
四
四
七
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
美
作
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
美
作
局

美
作
市
湯
郷
字
車
田
一
二
六
番
一

五
・
〇
二

二
三
・
九
一

建
第
六
〇
〇
八
号

平
成
二
十
九
年
十
月

六
・
〇
三
～

二
六
・
九
四

十
一
日

六
・
〇
五
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〔
四
四
八
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
備
中
局

井
原
市
七
日
市
町
一
九
三
番
四

五
・
〇
〇

二
四
・
〇
〇

建
第
二
〇
三
一
号

平
成
二
十
九
年
十
月

十
二
日
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〔
四
四
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
黒
尾
字
正
満
一
九
〇

一
一
、
一
九
四

三

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
二
五
四

一
グ
リ
ー
ン
ノ
ー
ト
Ｄ
二
一
〇

－

山
田

尚
平

山
田
め
ぐ
み

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
七
二
号
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〔
四
五
〇
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を

決
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名

Ｐ
Ｉ
Ｔ
端
末
ア
プ
リ
開
発
業
務

二

契
約
期
間

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

五

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
株
式
会
社

東
京
都
港
区
三
田
一
丁
目
四
番
二
八
号

六

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

五
五

〇
八
〇

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
四

〇
八
〇

〇
〇
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

八

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に

該
当
す
る
た
め
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◎
公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
公
告
第
二
号

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
の
平
成
二
十
八
年
度
財
務
諸
表
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
理
事
長

英

明
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（単位：円）

資産の部

1 有形固定資産

土地 3,962,416,334

建物　 9,208,002,031

　 減価償却累計額 △ 4,665,112,199 4,542,889,832

構築物 241,519,296

　 減価償却累計額 △ 146,198,754 95,320,542

機械装置 3,199,054

　 減価償却累計額 △ 1,105,897 2,093,157

車両運搬具 1,411,990

　 減価償却累計額 △ 1,411,989 1

工具器具備品 706,753,410

　 減価償却累計額 △ 604,405,190 102,348,220

図書 1,209,301,692

美術品・収蔵品 6,000,000

建設仮勘定 488,853

　 有形固定資産合計 9,920,858,631

2 無形固定資産

特許権 297,597

特許権仮勘定 478,127

ソフトウェア 25,114,392

電話加入権 96,000

　 無形固定資産合計 25,986,116

3 投資その他の資産

長期性預金 500,000,000

　 投資その他の資産合計 500,000,000

　 　固定資産合計 10,446,844,747

　Ⅱ　流動資産

現金及び預金 821,402,639

未収学生納付金収入 1,607,400

　 徴収不能引当金 △ 803,700 803,700  

未収入金 461,138

たな卸資産 3,591,799

前払費用 32,540

未収収益 254,224

　 流動資産合計 826,546,040

　 資産合計 11,273,390,787

貸　借　対　照　表
(平成29年3月31日）

　Ⅰ　固定資産
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負債の部

資産見返負債

　　資産見返運営費交付金等 558,410,346

　　資産見返補助金等 4,140,504

　　資産見返寄附金 198,116,002

　　資産見返物品受贈額 1,096,751,817

　　建設仮勘定見返運営費交付金 488,853

　　特許権仮勘定見返運営費交付金 478,127 1,858,385,649

長期寄附金債務 80,146,459

長期未払金 8,836,292

訴訟損失引当金 3,364,002

　　　固定負債合計　 1,950,732,402

運営費交付金債務 229,390,593

寄附金債務 26,672,879

前受受託研究費等 6,561,326

未払金 297,511,993

未払消費税等 828,300

前受金 4,598,651

預り科学研究費補助金等 21,949,348

預り金 14,526,546

　　　流動負債合計　 602,039,636

　　　負債合計　 2,552,772,038

純資産の部

地方公共団体出資金 12,091,632,943

　　　資本金合計 12,091,632,943

資本剰余金 262,779,238

損益外減価償却累計額(△） △ 4,386,163,206

　　　資本剰余金合計 △ 4,123,383,968

739,588,338

教育研究の質の向上及び組織運営の改善積立金 1,558,369

当期未処分利益 11,223,067

（うち当期総利益） (11,223,067 ）

　　　利益剰余金合計 752,369,774

　　　純資産合計 8,720,618,749

　　　負債純資産合計 11,273,390,787

　Ⅰ　固定負債

　Ⅱ　流動負債

　Ⅰ　資本金

　Ⅱ　資本剰余金

　Ⅲ　利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金

- 2 -
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（単位：円）

　　　経常費用

業務費

　 教育経費 639,363,019

 　研究経費 231,299,037

　 教育研究支援経費 44,753,968

 　受託研究費 66,090,206

 　受託事業費 1,517,543

　 役員人件費 32,156,673

　 教員人件費 1,743,237,931

　 職員人件費 463,723,730 3,222,142,107

一般管理費 330,673,140

財務費用

　 支払利息 642,707 642,707

経常費用合計 3,553,457,954

　　経常収益

運営費交付金収益 1,858,643,447

授業料収益 966,077,070

入学金収益 114,980,800

検定料収益 44,151,600

受託研究等収益

8,924,092

66,624,997 75,549,089

受託事業等収益

550,000 550,000

補助金等収益 47,548,431

寄附金収益 24,939,120

施設費収益 35,717,002

資産見返負債戻入　

　 資産見返運営費交付金等戻入 60,164,342

　 資産見返寄附金戻入 13,686,173

　 資産見返補助金等戻入 1,429,706

　 資産見返物品受贈額戻入 20,201,490 95,481,711

財務収益

　 受取利息 1,171,322 1,171,322

雑益

　 財産貸付料収益 15,777,881

　 講習料収入 456,000

　 手数料収入 621,267

　 物品等売払収入 276,187

　 研究関連収入　 23,719,635

　 その他雑益 10,073,021 50,923,991

経常収益合計 3,315,733,583

　　経常損失 △ 237,724,371

　　臨時損失

固定資産除却損 576,048 576,048

　　臨時利益

 資産見返運営費交付金等戻入 235,403

 資産見返寄附金戻入 340,638

 資産見返物品受贈額戻入 4 576,045

　　当期純損失 △ 237,724,374

　  目的積立金取崩額 248,947,441

　　当期総利益 11,223,067

　 国又は地方公共団体からの受託事業等収益

損　益　計　算　書
　（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

　 国又は地方公共団体からの受託研究等収益

　 国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益

- 3 -
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（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　原材料，商品又はサービスの購入による支出 △ 850,965,921

　　人件費支出 △ 2,366,365,261

　　その他の業務支出 △ 303,531,700

    運営費交付金収入 2,072,916,000

　　授業料収入 928,972,920

　　入学金収入 114,980,800

　　検定料収入 44,151,600

　　受託研究等収入 80,725,943

　　受託事業等収入 644,000

    補助金等収入 50,326,903

　　寄附金収入 20,748,159

　　預り科学研究費補助金等の受払 3,999,346

　　研究関連収入 21,231,688

　　財産貸付料収入 15,784,881

    その他の収入 6,843,896

　　業務活動によるキャッシュ・フロー △ 159,536,746

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　有形固定資産の取得による支出 △ 97,011,420

　　無形固定資産の取得による支出 △ 17,060,014

　　施設費による収入 96,532,000

　　定期預金の預入による支出 △ 580,146,459

　　定期預金の払戻による収入 679,822,882

　　　　小計 82,136,989

  　利息及び配当金の受取額 1,483,854

　　投資活動によるキャッシュ・フロー 83,620,843

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　リース債務の返済による支出 △ 17,097,575

　　　　小計 △ 17,097,575

　　利息の支払額 △ 668,425

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 17,766,000

Ⅳ　資金減少額 △ 93,681,903

Ⅴ　資金期首残高 634,938,083

Ⅵ　資金期末残高 541,256,180

キャッシュ・フロー計算書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

-4-
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利益の処分に関する書類 

（第１０期事業年度） 

 

（単位：円） 

 

Ⅰ 当期未処分利益 

当期総利益                            11,223,067 

 

Ⅱ 利益処分額 

地方独立行政法人法第４０条第３項により設立団体の長の 

承認を受けようとする額 

教育研究の質の向上及び組織運営の改善積立金        11,223,067 
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（単位：円）

Ⅰ　業務費用

業務費 3,222,142,107

一般管理費 330,673,140

財務費用 642,707

臨時損失 576,048 3,554,034,002

授業料収益 △ 966,077,070

入学金収益 △ 114,980,800

検定料収益 △ 44,151,600

受託研究等収益 △ 75,549,089

受託事業等収益 △ 550,000

寄附金収益 △ 24,939,120

資産見返寄附金戻入 △ 14,026,811

財務収益 △ 1,171,322

雑益 △ 50,923,991 △ 1,292,369,803

業務費用合計 2,261,664,199

Ⅱ　損益外減価償却等相当額

         損益外減価償却相当額 192,256,068

Ⅲ　引当外賞与増加見積額 4,684,647

Ⅳ　引当外退職給付増加見積額 91,232,538

Ⅴ　機会費用

         地方公共団体出資の機会費用 5,222,080

Ⅵ　行政サービス実施コスト 2,555,059,532

　（２）(控除）自己収入等

行政サービス実施コスト計算書
　（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

　（１）損益計算書上の費用

- 6 -
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注 記 事 項 

 

Ⅰ 重要な会計方針  

１ 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準 

期間進行基準を採用しております。なお，退職一時金に充当される運営費交付金につ

いては費用進行基準を採用しております。  

 

２ 減価償却の会計処理方法  

(１) 有形固定資産 

定額法を採用しております。  

耐用年数については，法人税法上の耐用年数を基準とし，受託研究収入により購 

入した償却資産は当該受託研究期間を耐用年数としております。また，岡山県から 

承継した固定資産については承継時の残存耐用年数で減価償却しております。 

主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

建     物    ６年～４７年 

構  築  物   １０年～２４年 

機 械 装 置     ９年～１０年 

車両運搬具         ４年 

工具器具備品    ２年～１５年 

なお，特定の償却資産(地方独立行政法人会計基準第８５)の減価償却相当額につ  

いては，損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除しております。  

(２) 無形固定資産 

定額法を採用しております。  

なお，法人内利用のソフトウェアについては，法人内における利用可能期間(５年)

に基づいております。 

（３）リース資産 

    所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

   自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

 

３ 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

退職一時金については，翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるため，退   

職給付に係る引当金は計上しておりません。  

なお，行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は，地方独  

立行政法人会計基準第８７－４に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の 

当期増加額を計上しております。  

 

４ 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準 

賞与については，翌期の運営費交付金により財源措置がなされるため，賞与引当金は   

計上しておりません。  
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なお，行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は，当事業年度  

末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しております。 

 

５ 訴訟損失引当金の計上基準 

訴訟に対する損失に備えるため，将来発生する可能性のある損失を見積もり，必要と認め

られる金額を計上しております。  

 

６ 徴収不能引当金の計上基準 

債権の貸倒れによる損失に備えるため，貸倒懸念債権等については，個別に回収可能性を    

検討し，回収不能見込額を計上しております。  

 

７ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

最終仕入原価法による低価法を採用しております。 

 

８ 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法  

 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率 

10年利付国債の平成29年3月末利回りを参考に0.065％で計算しております。 

 

９ リース取引の会計処理  

リース料総額が３百万円以上のファイナンス・リース取引については，通常の売買取 

引に係る方法に準じた会計処理によっております。  

 

１０ 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は，税込方式によっております。 

 

 

Ⅱ 貸借対照表関係 

１ 退職給付見積額 

運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は，1,019,304,189 円です。 

  （岡山県からの派遣職員に対する退職給付の見積額は上記金額から除いております。） 

  ２ 賞与見積額 

運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額は，128,357,286円です。 

  ３ 長期寄附金債務 

固定負債の長期寄附金債務に記載した金額は，岡山県からの岡山県立大学学術研究 

 振興事業基金造成補助金相当額及び同基金から生じた利息相当額を計上しております。 

 

 

Ⅲ 損益計算書関係 

  ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は，11,112,484円であり，当該影響 

   額を除いた当期総利益は，110,583円であります。  
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Ⅳ キャッシュ・フロー計算書関係 

１ 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳 

現金及び預金           821,402,639円 

定期預金         △280,146,459円 

資金期末残高          541,256,180円 

 

２ 重要な非資金取引 

現物寄附の受入による資産の取得 

工具器具備品         9,569,664円 

図書                  1,377,297円 

合計            10,946,961円  

 

 

Ⅴ 行政サービス実施コスト計算書関係  

(1)引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額 

  引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額には，岡山県からの派遣職員に係る

ものが 641,262円及び 13,389,165円含まれております。 

(2)機会費用の内訳 

設立団体(岡山県)に係る額  5,222,080円 

 

 

Ⅵ 減損会計関係 

(1)減損を認識した固定資産 

 該当事項はありません。  

(2)減損の兆候が認められた固定資産 

①教職員宿舎 

ア 減損の兆候が認められた固定資産の用途，種類，場所，帳簿価額等の概要 

用途：西辛川教職員宿舎 種類：土地、建物 場所：岡山県岡山市西辛川 

帳簿価額：土地 111,390,435円，建物 65,875,547円 

イ 認められた減損の兆候の概要：上記宿舎の入居率が50％を下回っております。 

ウ 減損損失の認識に至らなかった理由：現に使用しており，今後においても使用が

見込まれています。 

②電話加入権 

ア 減損の兆候が認められた固定資産の用途，種類，場所，帳簿価額等の概要 

用途：電話加入権 種類：電話加入権 場所：岡山県総社市 

帳簿価額：96,000円 

イ 認められた減損の兆候の概要：固定資産の市場価格が帳簿価額に比べ50％以上下

落しております。 

ウ 減損損失の認識に至らなかった理由：回収可能サービス価額が帳簿価額を上回っ

ております。 
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Ⅶ 重要な債務負担行為 

該当事項はありません。  

 

Ⅷ 金融商品関係 

(1) 金融商品の状況に関する事項 

 当法人は，資金運用については地方独立行政法人法第４３条の規定に基づき，預金，国債，

地方債及び政府保証債等に限定しております。資金運用に当たっては資金運用に関する内

部規程に基づいて，現状では預金により運用しております。  

(2)金融商品の時価等に関する事項 

 期末日における貸借対照表計上額，時価及びこれらの差額については，次のとおりであり

ます。 

 （単位：円）  

  
貸借対照表計上額 

(※1) 

時 価 

（※1） 

 差 額 

（※1） 

(1) 現金及び預金 821,402,639 821,402,639 - 

(2) 長期性預金 500,000,000 500,042,500 42,500 

(3) 未払金 (297,511,993) (297,511,993) - 

(※1) 負債に計上されたものについては，（ ）で示しております。 

 

(注)金融商品の時価の算定方法  

(1)現金及び預金 

現金及び預金は，短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当

該帳簿価額によっております。 

(2)長期性預金 

長期性預金の時価については，元利金額を同様の新規預入を行った場合に想定される

利率で割り引いて計算する方法により算定しております。 

(3)未払金 

未払金は，短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当該帳簿 

価額によっております。 

  

Ⅸ 資産除去債務関係 
   該当事項はありません。  
Ⅹ 賃貸等不動産関係 

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため，注記を省略しております。 

 

Ⅺ 重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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当 期
償 却 額

計 8,318,766,849 53,686,674 - 8,372,453,523 4,383,330,869 190,160,831 - 3,989,122,654 

有 形 固 定 資 産 建 物 800,681,071 42,611,787 - 843,292,858 285,782,574 38,290,141 - 557,510,284 (注２)

（特定償却資産以外） 構 築 物 240,082,896 1,436,400 - 241,519,296 146,198,754 15,049,201 - 95,320,542 

機 械 装 置 3,199,054 - - 3,199,054 1,105,897 364,877 - 2,093,157 

車 両 運 搬 具 1,411,990 - - 1,411,990 1,411,989 - - 1 

工具器具備品 679,820,477 35,784,706 16,596,123 699,009,060 600,403,946 45,313,648 - 98,605,114 

図 書 1,202,626,908 13,819,270 7,144,486 1,209,301,692 - - - 1,209,301,692 

計 2,927,822,396 93,652,163 23,740,609 2,997,733,950 1,034,903,160 99,017,867 - 1,962,830,790 

非 償 却 資 産 土 地 3,962,416,334 - - 3,962,416,334 - - - 3,962,416,334 

美術品・収蔵品 6,000,000 - - 6,000,000 - - - 6,000,000 

建 設 仮 勘 定 - 488,853 - 488,853 - - - 488,853 

計 3,968,416,334 488,853 - 3,968,905,187 - - - 3,968,905,187 

有 形 固 定 資 産 土 地 3,962,416,334 - - 3,962,416,334 - - - 3,962,416,334 

合 計 建 物 9,111,703,570 96,298,461 - 9,208,002,031 4,665,112,199 226,902,103 - 4,542,889,832 

構 築 物 240,082,896 1,436,400 - 241,519,296 146,198,754 15,049,201 - 95,320,542 

機 械 装 置 3,199,054 - - 3,199,054 1,105,897 364,877 - 2,093,157 

車 両 運 搬 具 1,411,990 - - 1,411,990 1,411,989 - - 1 

工具器具備品 687,564,827 35,784,706 16,596,123 706,753,410 604,405,190 46,862,517 - 102,348,220 

図 書 1,202,626,908 13,819,270 7,144,486 1,209,301,692 - - - 1,209,301,692 

美術品・収蔵品 6,000,000 - - 6,000,000 - - - 6,000,000 

建 設 仮 勘 定 - 488,853 - 488,853 - - - 488,853 

計 15,215,005,579 147,827,690 23,740,609 15,339,092,660 5,418,234,029 289,178,698 - 9,920,858,631 

工具器具備品

- 3,985,379,548 (注１)188,611,962 
有形固定資産
（特定償却資産）

建 物 8,311,022,499 

3,743,106 1,548,869 - 4,001,244 7,744,350 - - 7,744,350 

53,686,674 - 8,364,709,173 4,379,329,625 

附　属　明　細　書

（単位：円）

資 産 の 種 類
期 首
残 高

当 期
増 加 額

当 期
減 少 額

期 末
残 高

減 価 償 却 累 計 額
減損損失
累 計 額

差 引
当 期 末

残 高

（１） 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第８５特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第８９資産除去
債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

摘 要
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当 期
償 却 額

資 産 の 種 類
期 首
残 高

当 期
増 加 額

当 期
減 少 額

期 末
残 高

減 価 償 却 累 計 額
減損損失
累 計 額

差 引
当 期 末
残 高

摘 要

無 形 固 定 資 産
（特定償却資産）

ソ フ ト ウ ェ ア 6,318,000 7,128,324 - 13,446,324 2,832,337 2,095,237 10,613,987 

特 許 権 1,242,125 - - 1,242,125 944,528 155,265 - 297,597 

特 許 権
仮 勘 定

576,768 182,132 280,773 478,127 - - - 478,127 

ソ フ ト ウ ェ ア 52,931,288 10,719,000 - 63,650,288 49,149,883 2,903,828 - 14,500,405 

電 話 加 入 権 96,000 - - 96,000 - - - 96,000 

計 54,846,181 10,901,132 280,773 65,466,540 50,094,411 3,059,093 - 15,372,129 

特 許 権 1,242,125 - - 1,242,125 944,528 155,265 - 297,597 

特 許 権
仮 勘 定

576,768 182,132 280,773 478,127 - - - 478,127 

ソ フ ト ウ ェ ア 59,249,288 17,847,324 - 77,096,612 51,982,220 4,999,065 - 25,114,392 

電 話 加 入 権 96,000 - - 96,000 - - - 96,000 

計 61,164,181 18,029,456 280,773 78,912,864 52,926,748 5,154,330 - 25,986,116 

投 資 そ の 他 の

資 産
長 期 性 預 金 200,000,000 500,000,000 200,000,000 500,000,000 - - - 500,000,000 

（注１）　特定償却資産の建物の当期増加額の主なものは，空調通信端末装置の44,463,584円です。

（注２）　特定償却資産以外の建物の当期増加額の主なものは，１階トイレ（第1期）改修工事の26,889,147円です。

無形固定資産
（特定償却資産

以外）

無形固定資産
合計
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（２） たな卸資産の明細   

(単位：円）

当期購入・製造・振替 その他 払出・振替 その他

貯蔵品 3,426,514 3,474,893 -                 3,426,514 -                 3,474,893

郵券等 178,402 116,906 -                 178,402 -                 116,906

計 3,604,916 3,591,799 -                 3,604,916 -                 3,591,799

           (注)　貯蔵品は，大学ＰＲ用グッズ及び貯蔵タンク内の重油です。

                  また、 郵券等は，郵便切手及び図書カードです。

（３） 有価証券の明細

　　　該当事項はありません。

（４） 長期貸付金の明細

　　　該当事項はありません。

（５） 長期借入金の明細

　　　該当事項はありません。

（６） 引当金の明細

　（６）-１　引当金の明細
(単位：円）

目的使用 その他

-                 3,364,002     -                 -                 3,364,002 (注)

-                 3,364,002     -                 -                 3,364,002

　(注)  訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる

　　     金額を計上しております。

　（６）-２　貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円）

期首残高 当期増減額 期末残高 期首残高 当期増減額 期末残高

未収学生納付金
収入

2,679,000 △ 1,071,600 1,607,400 535,800        267,900 803,700        (注)

計 2,679,000 △ 1,071,600 1,607,400 535,800        267,900 803,700        

　(注)  債権の貸倒による損失に備えるため，貸倒懸念債権等については，個別に回収可能性を検討し，

　　     回収不能見込額を計上しております。

摘要

(注)

区　　分 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高 摘要

訴訟損失引当金

計

区分
貸付金等の残高 徴収不能引当金の残高

摘要種類 期首残高
当期増加額 当期減少額

期末残高
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（７） 資産除去債務の明細

　　　該当事項はありません。

（８） 保証債務の明細

　　　該当事項はありません。

（９） 資本金及び資本剰余金の明細            
(単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

地方公共団体出資金 12,091,632,943 -                       -                      12,091,632,943

計 12,091,632,943 -                       -                      12,091,632,943

無償譲与 6,096,000 -                       -                      6,096,000

施設費 195,868,240        60,814,998          -                      256,683,238 (注）

計 201,964,240 60,814,998          -                      262,779,238

損益外減価償却累計額 △ 4,193,907,138 △ 192,256,068 -                      △ 4,386,163,206

差引額 △ 3,991,942,898 △ 131,441,070 -                      △ 4,123,383,968

（１０） 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

　　①積立金の明細 (単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

739,588,338 -                       -                      739,588,338

239,597,819        10,907,991 248,947,441       1,558,369 (注）

979,186,157 10,907,991 248,947,441       741,146,707

　　②目的積立金の取崩しの明細

取崩額

248,947,441       

248,947,441       

目的積立金取崩額
教育研究の質の向上及び組織運営の
改善積立金

費用の発生

計

　　　　　教育研究の質の向上及び
　　　　　組織運営の改善積立金

計

　　　(注)当期増加額は，前期未処分利益から積み立てられたものです。

(単位：円）

区分 積立金の内容 摘　　　　要

　　　　  前中期目標期間繰越積立金

区分

資本金

資本剰余金

　　　(注)当期増加額は照明制御設備等の固定資産の取得に伴うものです。

区分
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（１１）運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

  （１１）－１　運営費交付金債務 (単位：円）

資産見返運営費
交付金等

建設仮勘定見返
運営費交付金 小計

平成２８年度 102,302,267 2,072,916,000 86,513,242   488,853       1,945,827,674 229,390,593   

計 102,302,267 2,072,916,000 86,513,242   488,853       1,945,827,674 229,390,593   

  （１１）－２　運営費交付金収益

費用進行基準 21,488,674                 -                           21,488,674              

計 21,488,674                 1,837,154,773         1,858,643,447         

期間進行基準 - 1,837,154,773         1,837,154,773         

区分 平成２７年度交付分 平成２８年度交付分 合計

1,858,643,447 182,132         

1,858,643,447 182,132         

(単位：円）

交付年度 期首残高
交付金

当期交付額

当期振替額

期末残高
運営費交付金収益

特許権仮勘定見
返運営費交付金
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（１２） 地方公共団体等からの財源措置の明細

  （１２）－１　施設費の明細 (単位：円）

資本剰余金 収益計上

施設等整備事業費補助金 96,532,000 60,814,998 35,717,002

計 96,532,000 60,814,998 35,717,002

  （１２）－２　補助金等の明細 (単位：円）

資産見返補助金等 収益計上 その他

文部科学省
大学改革推進等補助金

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」

109,323,000 - 47,194,000 62,129,000

（注）

（地域で学び地域で未

来を拓く‘生き活きおか

やま’人材育成事業）

(公財)岡山県産業振興財団
平成28年度戦略的基盤技術高度

化支援事業（サポイン）
621,540 502,740               118,800

岡山県酪農乳業協会助成事業 49,169 -                        49,169

(公財)岡山県産業振興財団
平成28年度戦略的基盤技術高度
化支援事業（サポイン）：間接経費

186,462 -                        186,462

計 110,180,171 502,740               47,548,431 62,129,000

（注）当期振替額のその他 62,129,000円は他機関への二次的交付額です。

区分 当期交付額 摘要

区分 当期交付額
当期振替額

摘要

当期振替額
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（１３） 役員及び教職員の給与の明細

     （単位：円）

支給額 支給人員(人） 支給額 支給人員(人）

常勤 26,993,703 2                         -                         -

非常勤 540,000 1                         -                         -

計 27,533,703 3                         -                         -

常勤 1,625,085,709 210 21,488,674 9

非常勤 161,213,591 112                         -                         -

計 1,786,299,300 322 21,488,674 9

常勤 1,652,079,412 212 21,488,674 9

非常勤 161,753,591 113                         -                         -

計 1,813,833,003 325 21,488,674 9

（注１）役員に対する報酬等の支給基準について

（注２）教職員に対する給与及び退職手当の支給基準について

（注３）役員及び教職員に対する報酬又は給与の支給人員数は，年間平均支給人員数を記載しています。

（注４）支給額は，法定福利費を含まない額です。

（１４） 開示すべきセグメント情報

  　　　当法人は単一セグメントにより事業を行っているため，記載を省略しています。

　　　　公立大学法人岡山県立大学役員報酬規程に基づき支給しています。

　　　　公立大学法人岡山県立大学職員給与規程，公立大学法人岡山県立大学職員退職手当規程及び公立大学法人岡山県
　　 立大学臨時職員等給与規程に基づき支給しています。

区分
報酬又は給与 退職給付

役員

教職員

合計
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（１５） 業務費及び一般管理費の明細
(単位：円）

    業務費
        教育経費
            消耗品費 101,586,151

            備品費 22,549,092

            印刷製本費 15,152,000

            水道光熱費 43,628,549

            旅費交通費 21,628,301

            賃借料 141,833,277

            保守費 46,810,361

　　　　　　修繕費 11,031,301

            報酬・委託・手数料 109,353,177

            奨学費 38,599,950

            減価償却費 54,361,310

            雑費 20,232,967

            その他 12,596,583 639,363,019

        研究経費
            消耗品費 72,139,373

            備品費 22,171,032

            印刷製本費 4,393,003

            水道光熱費 11,656,956

            旅費交通費 42,833,568

            通信運搬費 2,999,860

            賃借料 4,476,198

            保守費 7,952,250

            諸会費 10,067,234

            報酬・委託・手数料 37,054,952

            減価償却費 10,176,906

            その他 5,377,705 231,299,037

        教育研究支援経費
            消耗品費 5,187,028

            水道光熱費 4,976,649

            賃借料 6,503,163

            保守費 1,866,668

            修繕費 1,264,918

            報酬・委託・手数料 15,467,409

            減価償却費 1,337,369

            図書費 7,128,030

            その他 1,022,734 44,753,968

        受託研究費 66,090,206

        受託事業費 1,517,543

        役員人件費
            報酬 20,000,526

            賞与 7,533,177

            法定福利費 4,622,970 32,156,673

        教員人件費
            常勤教員給与
　　　　　　　　給与 1,019,800,397

　　　　　　　　賞与 349,567,144

　　　　　　　　退職給付費用 21,488,674

　　　　　　　　法定福利費 296,732,136 1,687,588,351

            非常勤教員給与
　　　　　　　　給与 55,523,657

　　　　　　　　法定福利費 125,923 55,649,580 1,743,237,931

        職員人件費
            常勤職員給与
　　　　　　　　給与 219,863,655

　　　　　　　　賞与 35,854,513

　　　　　　　　法定福利費 58,046,845 313,765,013

            非常勤職員給与
　　　　　　　　給与 132,881,759

　　　　　　　　法定福利費 17,076,958 149,958,717 463,723,730

    一般管理費
        消耗品費 21,898,608

　　　　印刷製本費 6,694,478

        水道光熱費 34,378,243

        旅費交通費 3,413,226

        通信運搬費 3,817,120

　　　　賃借料 54,408,330

        保守費 40,366,341

        修繕費 24,748,654

        損害保険料 3,970,575

        広告宣伝費 3,538,850

　　　　諸会費 1,737,380

        報酬・委託・手数料 90,178,103

　　　　租税公課 5,655,900

        減価償却費 28,739,429

        訴訟損失引当金繰入額 3,364,002

        その他 3,763,901 330,673,140
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（１６） 寄附金の明細

(単位：円）

区　　　　分 当期受入額 件数

岡山県立大学 40,364,605 373

合 計 40,364,605 373

（１７） 受託研究の明細

(単位：円）

区　　　　分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

岡山県立大学 9,090,751                 45,915,567 51,387,283 3,619,035

合 計 9,090,751 45,915,567 51,387,283 3,619,035

（１８） 共同研究の明細

(単位：円）

区　　　　分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

岡山県立大学 6,803,721                 20,300,376 24,161,806 2,942,291                 

合 計 6,803,721 20,300,376 24,161,806 2,942,291

（１９） 受託事業等の明細

(単位：円）

区　　　　分 期首残高 当期受入額 受託事業等収益 期末残高

岡山県立大学 -                             550,000                    550,000 -                             

合 計 -                             550,000                    550,000                    -                             

（２０） 科学研究費補助金等の明細

(単位：円）

当期受入額 件数 摘要

(1,200,000)
360,000 

(11,400,000)
3,420,000

(1,530,000)
459,000

(6,140,000)
1,842,000

(47,610,143)
14,119,362
(3,520,000)
1,056,000

(1,100,000)
0

(1,000,000)
300,000

(73,500,143)
21,556,362

摘要

現物寄附 19,379,694 （323件）

種　　　　目

若手研究　A 2

若手研究　B 14

基盤研究　A 2

基盤研究　B 8

基盤研究　C 63

挑戦的萌芽研究 6

特別研究員奨励費 1

研究スタート支援 1

合　　　　計 97

(注) 間接経費相当額を記入し，直接経費相当額については，外数として(  )内に表示しています。なお，当期受入
　　 額は，年度内の転入及び分担金の入金額を加算し，転出及び分担者への送金額を差引した金額です。
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（２１） 上記以外の主な資産，負債，費用及び収益の明細     

現金及び預金の明細 (単位：円）

60,231 

541,195,949 

280,146,459 

821,402,639 

    (注）普通預金には，預り科学研究費補助金等を含みます。

長期性預金の明細 (単位：円）

500,000,000 

500,000,000 

資産見返運営費交付金等の明細 (単位：円）

180,524,418 

101,032,221 

13,519,321 

2,093,157 

71,753,618 

174,866,072 

121,134 

14,500,405 

558,410,346 

資産見返物品受贈額の明細 (単位：円）

81,801,221 

61 

1,014,774,072 

176,463 

1,096,751,817 

未払金の明細 (単位：円）

182,632,021 

40,820,978 

56,623,891 

17,435,103 

297,511,993 

（２２） 関連公益法人等に関する明細
　　　　該当事項はありません。

普通預金 (注）

区分 期末残高 備考

現金

定期預金

計

区分 期末残高 備考

定期預金（２年～４年）

計

区分 期末残高 備考

建物

建物附属設備

構築物

機械装置

工具器具備品

図書

工具器具備品

特許権

ソフトウェア

計

区分 期末残高 備考

構築物

人件費

図書

特許権

計

区分 期末残高 備考

物件費

固定資産購入費

リース債務 １年以内に支払期限の到来するものを計上しています。

計
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